
社会福祉法人師勝福祉会評議員会議事録 

 

１ 開催日時 

平成２８年５月２５日（水）午前１０時 

２ 開催場所 

セルプしかつ 会議室 

３ 出席者 

評議員   大野 厚 鈴木明美、福永光彦、吉田彩子、酒井郁子、茲出五月、

門出百合子、伊藤一雄、大口正文、小島政子、野津久子、岩越久

夫、清水孝司（施設長） 

欠席評議員 なし 

出席監事名 青山喜代一、赤堀 晋 

  事務局   後藤俊明、牧野良紀 

４ 審議事項 

第12号議案 平成２７年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報告について 

第13号議案 平成２７年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支決算につ 

いて 

第14号議案 理事の選任について 

第15号議案 監事の選任について 

５ 定足数 

評議員定数１３人中１３人の出席。社会福祉法人師勝福祉会定款第１３条第６

項の規定により半数以上の出席を得ており、この評議員会は成立した。 

６ 議事の顛末 

○あいさつ 

理事長あいさつ 

○議長選出 

議案の審議に先立ち、定款第１３条第５項の規定により、議長の選任について

諮ったところ、大口正文評議員を議長に推薦する声があり、大口正文評議員が議

長となった。 

○議事録署名者選出 

議事録署名者の選出に当たり、次の２人が指名された。 

   評議員 大野 厚 ・ 評議員 清水孝司 

○議 事 

議議議議    長長長長 「第１２号議案 平成２７年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報

告について」、「第１３号議案 平成２７年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉

事業収支決算について」は関連がありますので、一括して諮ります。 



内容については、事務局から説明をお願いします。 

事務局事務局事務局事務局 「第１２号議案 平成２７年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報

告について」説明します。 

第１２号議案 平成２７年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報告につ

いて 

社会福祉法人師勝福祉会定款第１４条第２項の規定に基づき、平成２７年度

社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報告について、別紙のとおり評議員の意

見を求める。 

平成２８年３月８日提出 

社会福祉法人師勝福祉会 理事長 大 口 正 文 

第１ 概況 

ここ十数年で、障害福祉を取り巻く環境は、社会生活とともに地域生活の上

でも大きく変化しており、当法人「セルプしかつ」においては、その変化をま

ともに受け厳しい施設運営が続いてきましたが、最大４２人の利用者数が一時

２３人まで減少した利用者数も、平成２３年度から徐々に増員し始め、平成  

２７年度においては利用者数が４人増員して３３人となり、平成２８年度以降

も着実に利用者数の増員が見込まれるようになりました。 

これは、平成１９年１月１日から受託してきた、市町村が実施する日中一時

支援事業が、高等学校等を卒業した後の施設の利用・通所に繋がり、その成果

として表れてきていると考えています。 

しかしながら、今後も、国の福祉施策に係る財政事情や社会情勢の変化など

から、新たな課題に的確に対応する必要があり、そのような観点から、当法人

の経営は、基本方針を踏まえながら中・長期計画を見据え、事業運営の見直し 

・経営基盤の強化に努めつつ、事業経営の透明性の確保を積極的に図り、利用

者から求められる福祉サービスをより良質かつ効果的に提供するとともに、職

員の資質向上及び専門性の確立を図る必要があります。 

こうした状況を踏まえ、平成２７年度は、次のとおり事業を実施しました。 

１ 事業運営の見直し・経営基盤の強化 

自主製品の確保と工賃の向上に向けて、毎週水曜日に営業していた「ふれ

あい喫茶」を、平成２８年度から毎日営業するものとして、玄関入口で上履

きに履き替えていたものを、下履きを履いたまま出入できるよう喫茶室の床

を改修するなど準備を進めました。 

２ 事業運営の透明性の確保 

社会福祉法人として財務諸表についてインターネット上での公表が義務付

けられたことや広く事業活動等を公開することにより、利用者が社会の一員

として頑張って働いている姿を一人でも多くの住民の方に知ってもらうこと



を目的に、平成２７年９月１４日にホームページを開設しました。 

現在、「セルプしかつ」のホームページでは、当法人の決算状況や理事会 

・評議員会の開催状況の他、随時、「セルプしかつ」の活動状況を公表してい

ます。 

３ より良質かつ効果的な福祉サービスの提供 

利用者及びその保護者から寄せられる意見・要望に耳を傾け、意見・要望

を少しでも事業運営に反映できるよう取り組むとともに、個別支援計画の作

成・実施・評価等の一環として日々の業務終了後に利用者の生活状況を確認

し、情報を共有しながら一人ひとりの個性に併せたサービスの提供に取り組

みました 

事業所の適正な運営と利用者及び保護者との信頼関係を確保するため、そ

の規範となる運営規程を見直しました。 

４ 職員の資質向上及び専門性の確立 

職員は、打合せや会議を通じた取り組みや外部研修へ積極的に参加すると

ともに、市内の他事業所との情報交換に取り組み、お互い切磋琢磨し、資質

向上・専門性の確立に資する環境を整えました。 

併せて、職員に係る就業関係の規則を見直すことにより、労働環境の適正

化を図るとともに、個人情報の利用目的等その取扱いを見直しました。 

第２ サービス区分別実施状況 

１ 社会福祉法人師勝福祉会（法人本部） 

理事会・評議員会の開催状況については、記載のとおりです。 

２ セルプしかつ生活介護事業実施状況 

「利用者・契約者数」の推移について、昨年度４月１日時点では、３２人の

利用者でスタートしましたが、月の途中に在宅生活をしていた方１人の利用契

約があり、４月末の時点で３３人の利用者数となりました。 

その後、５月下旬に、１５歳の方の利用契約がありましたが、７月に家庭の

事情で利用を止められ、１０月には、平成２６年１２月から利用が無かった利

用者が退所するなどにより、１０月末で３２人となりました。 

３月に、県外へ転出する利用者があり、１人減員となりましたが、この春、

特別支援学校を卒業された方のうち２人の方が、卒業式の後、施設の利用を開

始し、３月末の時点で、施設利用者は３３人となりました。 

「年齢」「障害支援区分」「市町村別」については、記載のとおりです。 

「オ 介護給付費収入」は、運営状況に基づき支給される介護給付費の収入

の明細です。毎月、４２０万円程の支給があったという決算額となります。 

「⑵ 支援・援助」ですが、生産活動として、「請負作業」「自主製品」「受託

事業」に区分して、各種作業が載せてあります。 



新しい作業として、昨年末頃からシンク化学工業からの仕事を請け負ってい

ます。 

「利用実績」として、平成２７年度セルプしかつの利用状況が載せてありま

す。 

「開所日数」は、平日・祝祭日を合わせて、２５８日開所しました。平日が

述べ７，１０１人、祝祭日が述べ２６３人で、年間・述べ７，３６４人。１日

当たり２８．５４人の利用となりました。 

利用率として、平日は８９．２％、祝祭日が５３．５％で、合わせて年間利

用率は８７．１％となりました。 

利用者の工賃実績は、年間賞与を含めて、１人当たり毎月平均７．９３７円

となりました。因みに前年度・平成２６年度は、７，８９７円でした。 

「生産活動事業収支決算額」は、各事業の収支明細を掲載してあります。 

「イ 創作活動」については、記載のとおり活動に取り組みました。 

「行事」については、事業計画どおりに進めましたが、３月の「航空自衛隊

小牧基地オープンベース招待」については、障害者を対象に、航空ショー本番

の前日に、特別に招待を受けました。セルプしかつ生活介護事業外の行事とし

て、利用者の家族にも声を掛けて参加し、親子の触れ合いや家族間の親睦を図

ることができ、非常に有意義な１日となりました。 

「⑷ 職員研修」については、外部研修へ積極的に参加しました。 

「⑸ 施設・設備の整備状況」ですが、大きな修繕として、喫茶室の床を改

修するなど準備を進めました。 

「⑹ 主な奉仕の受入れ状況」については、「ボランティアグループ虹」の皆

様に、毎月２回の作業手伝いや、セルプしかつ祭・芋煮会・社会見学等ご協力

をいただき、「北名古屋市女性の会」、オカリナ演奏をする「レインボーポッポ」

など、ボランティア連絡協議会を通じて、多くの皆様に協力をいただきました。 

「３ 日中一時支援事業実施状況」については、「利用実績」として、「１時

間から３時間」の区分は、セルプしかつの作業終了後の午後４時から５時３０

分まで、セルプしかつの利用者を対象に、月・水・金曜日を中心に受入れをし

ています。 

「３時間から５時間」「５時間から」の区分は、養護学校等中・高生の受入れ

となり、年間合計で１，２９２件の受入れを行いました。 

「第１ 概況」でも触れましたが、日中一時支援事業は、高等学校等を卒業

した後の施設の利用・通所に繋がっていると考えているため、今後も、積極的

に、「日中一時」の利用者を受け入れたいと考えています。 

続きまして、「第１３号議案 平成２７年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉

事業収支決算について」説明します。 



第１３号議案 平成２７年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支決算

について 

社会福祉法人師勝福祉会定款第１４条第２項の規定に基づき、平成２７年度

社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支決算について、別紙のとおり評議員

会の意見を求める。 

平成２８年５月２５日提出 

社会福祉法人師勝福祉会 理事長 大 口 正 文 

第１号の１様式「資金収支計算書」ですが、法人全体の資金の動きが分かる

ものとなっています。 

大区分での表記となりますので、第１号の４様式「拠点区分資金収支計算書」

で説明します。 

第１号の４様式は、拠点区分における資金の動きが分かるもので、数字の大

きなものを中心に説明します。 

「介護給付費収入」は、予算額４，９１９万５，０００円に対し、決算額   

５，０３４万１，１８２円でした。利用者の利用率が見込みより多かったこと、

年度末から入所された方の障害支援区分が見込みより高かったことが主な要因

です。議案第１２号で説明しました「事業報告」に掲載してある「介護給付費

の支給明細」を参考にしてください。 

「生産活動事業収入」については、予算額６７３万円に対して、決算額が  

６９６万１，６５６円となりました。議案第１２号の「事業報告」に掲載して

ある生産活動事業収入決算額を参考にしてください。 

従いまして、「事業活動収入計⑴」は、予算額６，８３７万３，０００円に

対して、決算額が７，０００万８，７５４円となり、１６３万５，７５４円の

増額となりました。 

続いて、支出ですが、「人件費支出」「職員給料支出」は、２，８０６万円の

予算額に対して、決算額は２，７８２万５，１１６円で、２３万４，８８４円

の執行残でした。 

これは、「常勤非正規職員賃金」において、２６年度末で退職した２人の補

充のうち１人の職員の補充が、年間を通してできなかったことが主な要因です。 

この欠員が、「法定福利費支出」などに影響しています。 

次いで、「事業費支出」ですが、予算額７２２万５，０００円に対して、決

算額が６９０万２，４６３円で、３２万２，５３７円の執行残となりました。 

「水道光熱費支出」の執行残については、節電等に努めた結果と、「車両費

支出」のうちガソリン代について、年度途中から給油方法を変更したことが主

な要因です。 

「生産活動事業支出」ですが、予算額６７３万円に対し、決算額が６７２万



１，２６６円になります。議案第１２号「事業報告」の「生産活動事業支出決

算額」を参考にしてください。 

「事業活動支出計⑵」として、予算額６，４９７万円に対して、決算額６，

３６８万４１４円。１２８万９，５８６円の執行残となりました。 

「事業活動資金収支差額⑶」として、６３２万８，３４０円の収支差額とな

りました。 

「施設整備等による収支」「その他の活動による収支」については、予算ど

おり執行しました。 

次に、第２号の１様式「事業活動計算書」をお願いします。 

この様式は、法人全体の事業活動の成果が記載されており、事業活動を行っ

た結果の損益の状況を反映した計算書となります。 

「資金収支計算書」には計上されていない「減価償却費」「引当金」の繰入・

戻入、「国庫補助金等特別積立金」の取崩額・積立額などが計上されています。 

また、「資金収支計算書」では「事業活動による収支」「施設整備等による収

支」「その他の活動による収支」と区分されていたものが、「サービス活動増減

の部」「サービス活動外増減の部」「特別増減の部」「繰越活動増減差額の部」と

して区分されています。 

「サービス活動増減の部」「収益」、「サービス活動収益計⑴」の決算額は、

６，８８５万１，９９６円。「サービス活動費用計⑵」の決算額は、６，６７９

万９，７１２円で、「サービス活動増減差額⑶」は、２０５万２，２８４円にな

りました。 

「サービス活動外増減の部」の「収益」、「サービス活動外収益計⑷」の決算

額は、１１５万６，７５８円。「サービス活動外費用計⑸」の決算額は６０万４，

４６０円で、「サービス活動外増減差額⑹」は、５５万２，２９８円です。 

それぞれの増減差額を合計した「経常増減差額⑺」は、２６０万４，５８２

円となります。 

「特別増減の部」の「収益」「施設整備等補助金収益」「特別収益計⑻」    

２０７万７，０００円を加えた「当期活動増減差額⑾」が４６８万１，５８２

円で、「前期繰越活動増減差額⑿」を加えた「当期末繰越活動増減差額⒀」１億

７８５万２，３６０円から「備品等購入積立資産積立額」である「その他の積

立金積立額⒃」２２０万円を差し引いた「次期繰越活動収支差額⒄」は、１億

５６５万２，３６０円となります。 

以上です。 

議議議議    長長長長 ただ今、説明のありました内容について、「第１２号議案 平成２７年度

社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報告について」質問がありましたら承り

ます。 



議議議議    長長長長 質問はないようですので、採決に入ります。 

「第１２号議案 平成２７年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報告

について」承認いただけましたら、挙手をお願いします。 

各評議員各評議員各評議員各評議員 挙手全員。 

議議議議    長長長長 全員の方に挙手いただきましたので、「第１２号議案 平成２７年度社

会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報告について」は、原案のとおり可決され

ました。 

次に、「第１３号議案 平成２７年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収

支決算について」質問がありましたら承ります。 

議議議議    長長長長 質問はないようですので、採決に入ります。 

「第１３号議案 平成２７年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支決

算について」承認いただけましたら、挙手をお願いします。 

次に、「第１４号議案 理事の選任について」諮ります。 

内容については、事務局から説明をお願いします。 

事務局事務局事務局事務局 「第１４号議案 理事の選任について」説明します。 

第１４号議案 理事の選任について 

社会福祉法人師勝福祉会理事を別紙のとおり選任したいので、社会福祉法人

師勝福祉会定款第７条第１項の規定に基づき、評議員の議決を求める。 

平成２８年５月２５日提出 

社会福祉法人師勝福祉会 理事長 大 口 正 文 

提案理由 社会福祉法人師勝福祉会理事は、平成２８年６月１５日をもって

任期満了となることに伴い、別紙の者を社会福祉法人師勝福祉会理事として適

任と認めるためです。 

新任の理事については、評議員兼任ということで承諾をいただいており、参

考資料として、略歴を添付してあります。 

以上です。 

議議議議    長長長長 ただ今、説明のありました内容については、人事案件ですので、質疑等

を省略し、このまま採決に入らせていただきます。 

「第１４号議案 理事の選任について」賛成の方の挙手をお願いします。 

各評議員各評議員各評議員各評議員 挙手全員。 

議議議議    長長長長 全員の方に挙手いただきましたので、「第１４号議案 理事の選任につ

ては、原案のとおり可決されました。 

次に、「第１５号議案 監事の選任について」諮ります。 

内容については、事務局から説明をお願いします。 

事務局事務局事務局事務局 「第１５号議案 監事の選任について」説明します。 

第１５号議案 監事の選任について 



社会福祉法人師勝福祉会監事を別紙のとおり選任したいので、社会福祉法人

師勝福祉会定款第７条第２項の規定に基づき、評議員の議決を求める。 

平成２８年５月２５日提出 

社会福祉法人師勝福祉会 理事長 大 口 正 文 

提案理由 社会福祉法人師勝福祉会監事は、平成２８年６月１５日をもって

任期満了となることに伴い、別紙の者を社会福祉法人師勝福祉会監事として適

任と認めるためです。 

以上です。 

議議議議    長長長長 ただ今、説明のありました内容についても、人事案件ですので、このま

ま採決に入らせてもらいます。 

「第１５号議案 監事の選任について」賛成の方の挙手をお願いします。 

各評議員各評議員各評議員各評議員 挙手全員。 

議議議議    長長長長 全員の方に挙手いただきましたので、「第１５号議案 監事の選任につ

て」は、原案のとおり可決されました。 

ただいま、第１４号議案で新任理事を選任していただいたところですが、小

島政子理事・評議員におかれましては、この６月１５日をもって退任されます。 

理事として、施設を設立した当初の平成１０年６月１６日から通算して９年

９ヶ月。評議員として、評議員会を設置した当初の平成１６年３月１２日から

通算して１０年６ヶ月の長きに亘り、セルプしかつの役員としてご尽力いただ

きました。大変ご苦労様でした。 

ここで、小島政子さんから、退任のあいさつをお願いします。 

小島小島小島小島評議員評議員評議員評議員 ＜ あいさつ ＞ 

議議議議    長長長長 ありがとうございました。 

以上で、本日の議事は全て終了いたしました。 

それでは、「その他」へ移ります。 

まず、「社会福祉法改正（社会福祉法人制度改革）について」事務局から説明

をお願いします。 

事務局事務局事務局事務局 「社会福祉法改正（社会福祉法人制度改革）について」説明します。 

この制度改革については、３月８日の評議員会で、「法律（案）」として、概

要を説明しましたが、この３月３１日に予定どおり成立し、公布されたところ

です。 

ここで、改めてその概要を説明し、確認方々、制度改革の日程に沿って、今

後、事務を進めますので、お願いします。 

この社会福祉法改正の目的は、社会福祉事業への民間参入などもあり、改め

て社会福祉法人としての公益性と非営利性という趣旨に立ち返り、その取扱

い・運営方法を見直すというものです。 



この法律の施行は、一部を除いて、平成２９年４月１日からになります。 

制度改革のポイント。改正の大きな要点は、３つです。 

１つが、「経営組織のガバナンスの強化」。「ガバナンス」とは、組織が主体的

に関与する意思決定・合意形成のシステムということです。 

２つ目が、「事業運営の透明性の向上」。 

３つ目が、「財務規律の強化」です。 

「１ 経営組織のガバナンスの強化」については、「議決機関としての評議員

会の必置」で、現在、理事会の諮問機関である評議員会を議決機関として位置

付け、“理事・理事長に対して監視・牽制機能を持たせる”ということです。 

現在の評議員は、その任期に関わらず、平成２９年３月３１日に任期が満了

となります。 

新たに評議員となる人材の例が掲げられていますが、社会福祉事業や社会福

祉法人の適正な運営に識見を有する人から選任するというようになっています。 

「評議員の数」は、理事の数を超える数ということで、現在の理事の定数「６

名＋１名以上」、つまり７名となります。 

これまで、評議員は理事を兼ねることができましたが、改正法では、役員と

の兼務は認められなくなります。 

「評議員の任期」は、今まで２年だった任期が４年になります。ただし、任

期の満了日は選任後４年以内に終了する会計年度の最終のものに関する「定時

評議員会」の終結の時までとなっています。 

「定時評議員会」とは、「毎会計年度最終後の一定の時期に召集され、決算等

の承認を行うために必ず開催する必要がある評議員会」のことを言います。 

「評議員の報酬等」の額は、定款で定める必要があります。 

「評議員会の機能」については、「社会福祉法に定められていること」と「定

款に定めた事項」を決議することになっています。 

「決算の承認」が主な議決事項になると思いますが、「定時評議員会」は、年

１回、決算認定の時期に開催することになっています。 

理事に関しての職務、選任等については、特に大きな変更点はありませんが、

「理事の任期は、選任後２年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関す

る定時評議員会の終結の時まで」となっています。 

従って、最初の評議員会において、法改正に基づく役員を選任する必要があ

ります。 

「理事会」については、「理事長又は業務執行理事は、３月に１回以上、自己

の職務の執行状況を報告しなければならない」という定めにより、理事会は年

４回以上開催することになります。 

「報酬等」については、理事の報酬は、定款に定めておくか、評議員会で定



める必要があります。 

監事に関しての選任、権限等については、特に大きな変更点はありませんが、

「任期は、理事と同様に、選任後２年以内に終了する会計年度のうち最終のも

のに関する定時評議員会の終結の時まで」となっています。 

「財務規律の強化」ですが、「社会福祉法人は、役員等及び評議員に対する報

酬の支給基準を定めなければ」ならないとなっています。 

「社会福祉充実残高の明確化」。この制度改革の大きなポイントの一つです。 

社会福祉法人が保有する全ての財産から、事業継続に必要な最低限の財産を

控除した残額を福祉サービスに再投下可能な財産額として位置付け、「社会福祉

充実残高」として「社会福祉充実計画」の実施費用に充てるものとします。 

「既存法人の移行作業」ですが、この法律の施行日である平成２９年４月１

日までに行う必要のある事務は、「定款の変更」と「評議員の選任」です。 

「定款の変更」と「評議員の選任」については、変更事項と選任手順の例に

より、「評議員の選任」については、「評議員選定委員会の設置」から「理事会

による評議員候補の推薦」を経て、新しい評議員を選任するという形になって

います。 

「新役員等候補の選定」については、既存の役員の任期は、その任期に関わ

らず、平成２９年４月１日以降に開催される最初の「定時評議員会」の終結の

時までとなっています。 

従って、最初の「定時評議員会」において、新しい理事と監事の候補を提案

して承認を得る必要があるということです。 

以上、改正社会福祉法に基づく内容等の説明とします。 

議議議議    長長長長 ただ今、説明のありました内容について、質問はありますか。 

議議議議    長長長長 質問はないようですので、制度改革の日程に沿ってよろしくお願いしま

す。 

次に、「セルプしかつ喫茶業務の営業状況について」事務局から説明をお願い

します。 

事務局事務局事務局事務局 「セルプしかつ喫茶業務の営業状況について」説明します。 

セルプしかつの喫茶業務について、新年度が始まった４月４日（月）から毎

日営業を始め、今週で８週目に入ったところですが、先週２０日（金）までの

７週間の営業結果について報告します。 

「営業日」は、午後を休業して半日の日が１日ありましたので、２９．５日

です。 

「営業結果」として、来客者数は、８４７人。ランチのみを除いて飲物だけ

の来客者数は、８１２人で、１日当たり２７．５人でした。 

うち、オープニングイベント期間である第１週の来客数２３４人を除いた来



客者数は、６１３人。ランチのみを除いた来客者数は５９０人で、１日当たり

２４人でした。 

注文内容は、飲物が８１２杯。そのうちセットでの注文が１２８人。トース

ト・手作りケーキ・こだわりケーキを単品で注文した方が１９人でした。 

チケットの売上は、７２枚でした。 

売上代金は、ランチ代金を除いて、１７万３，３５０円。うちチケットによ

る支払いが、３２８枚で６万５，５５０円。差引き１０万７，８００円の売上

となりました。 

チケットの売上金が、７２枚で１３万２，８００円。合わせて２４万６００

円の売上があり、喫茶によるクッキー等の売上が１万９，５００円で、合わせ

て２６万１００円の売上となりました。 

参考に、オープニングイベント期間である第１週とオープニング早々の第２

週を除いた、つまりある程度営業が落ち着いてきた第３週から第７週までの５

週間、実質的に約１か月間・１９．５日分の営業状況について集計しました。 

来客者数は４４８人。ランチのみを除いて飲物だけの来客者数は４２５人で、

１日当たり２１．５人になります。 

注文内容は、飲物が４２５杯。そのうちセットで注文した方が６５人。トー

スト・手作りケーキ・こだわりケーキを単品で注文した方が１４人になりまし

た。 

チケットの売上は、１０枚でした。 

過去の実績と比較すると、オープニングイベント期間を含みますが、この７

週間で、１年間の７０％程の売上を達成したことになります。 

以上です。 

議議議議    長長長長 ただ今、説明のありました内容について、質問がありましたら承ります。 

大野評議員大野評議員大野評議員大野評議員    営業成績として、優・良・可でいうとどのくらいの評価になるか。 

事務局事務局事務局事務局 可ではなく、優とも言えないので、良ではないかと思っています。 

大野評議員大野評議員大野評議員大野評議員    目標は達成しているのか。 

事務局事務局事務局事務局 控えめな目標ですが、達成しています。１日１０人くらいのお客様は見

込みたいと思っていましたが、それは達成しています。これから口コミで広が

っていけばと考えています。 

大野評議員大野評議員大野評議員大野評議員    順調に立ち上がったということでよいか。 

事務局事務局事務局事務局 そのように考えています。 

野津評議員野津評議員野津評議員野津評議員    見落としているかもしれないが、売上と原材料費などとの差額、収

入益のようなものは出ているか。 

事務局事務局事務局事務局 現在、細かい数字は出していませんが、喫茶を始めるに当たり、いろい

ろ揃えたので年間を通して計算をする必要があります。具体的には、食パンの



原価が２５円。ケーキの原価も食パンに併せて２５円前後。珈琲の原価が４０

円で、合わせて６０円程の原価になっています。それ以外の経費が若干ありま

す。 

余談ですが、毎日来ていただいているお客様もあり、大変ありがたいことだ

と思っています。 

議議議議    長長長長 他に質問はないようですので、議事以外のことで質問・意見等あります

か。 

議議議議    長長長長 ないようですので、何かありましたら、事務局へ申し付けください。 

事務局からありますか。 

事務局事務局事務局事務局 行事予定として、 

６月５日（日）午前１０時 「セルプしかつ祭」 

６月１６日（木）午前１０時「理事会」 

議議議議    長長長長    他に意見等はないようですので、本日の評議員会はこれで閉会します。 

（閉会 午前１０時５５分） 

 

以上、議事の顛末を記録し、これを証するため署名押印する。 
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